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「「「「福祉保育労働者福祉保育労働者福祉保育労働者福祉保育労働者のののの労働労働労働労働とととと生活生活生活生活のののの実態調査実態調査実態調査実態調査」」」」結果結果結果結果のののの概要概要概要概要    

                ２００７／８／１０ 「福祉人材確保研究会」 

                                                                                                代表 佛教大学 金澤誠一 

                           協力 全国福祉保育労働組合    

ⅠⅠⅠⅠ調査調査調査調査のののの概要概要概要概要                                                                 

１１１１．．．．調査調査調査調査のののの目的目的目的目的    

 今日、福祉・保育職場の人材確保が難しくなっているといわれている。その根底にある

ものは、福祉労働者に対する社会的評価が低いことにあるだろう。したがって、福祉労働

者の賃金をはじめとした労働条件の実態を把握することが第１の目的となる。また、福祉

労働者のその仕事に対する感じ方・考え方を把握することが第２の目的である。一方で福

祉への情熱ややりがい、生きがい、責任感が強いと予想されるが、他方では賃金などの労

働条件が低い水準となっている可能性が高い。そういった仮説を立てている。福祉労働者

の社会的評価が高まり、優秀な人材が確保できることが、将来の高齢社会を支える人材を

確保するためにも必要なことであろう。そのためには何が必要なのかを探ることが大きな

社会的課題であろう。 

２２２２．．．．調査対象調査対象調査対象調査対象とととと調調調調査方法査方法査方法査方法    

 全国福祉保育労働組合に加入している組合員を主な対象として調査を実施した。その人

数は約１万２，０００人である。その他、職場の未組織の仲間にも呼びかけ協力をお願い

するために、実際に配布した調査票は、ほぼ１割り増しの１万３，２００枚であった。調

査対象者は、北は北海道から南は九州まで全国にまたがっている。また、組合員の職場は、

福祉・保育の全領域に及んでいるが、特に保育所の割合が高く半数を超えている。したが

ってまた、その職種は保育士が圧倒的に多いといった特徴がある。 

 調査方法は、上記の対象者に対しアンケート調査票を配布し各自で記入してもらう方法

をとった。配布の仕方は、組合組織を通して各職場に配布された。調査項目は、①基本的

属性（性別、年齢、世帯構成、住宅など）について、②仕事（職場、職種、雇用形態、勤

務形態、賃金、労働時間、時間外勤務、年休）について、③仕事の内容（仕事に対する感

じ方、考え方、仕事の不満や悩み、辞めたいと思うか）について、④健康状態について、

⑤帰宅後の生活や生活の悩みについて、にわたっている。 

３３３３．．．．調査時期調査時期調査時期調査時期 

 調査は、平成１９年５月中旬に調査票を配布し、６月中旬を締め切りとして回収した。 

４４４４．．．．有効回収数有効回収数有効回収数有効回収数とととと有効回収率有効回収率有効回収率有効回収率    

 有効回収数は、２，８２２ケースである。有効回収率は２１．４％となった。地域別に

みると、北海道ブロックでは１８．４％、東北ブロックでは１７．８％、関東甲信越ブロ

ックでは１４．４％、北陸ブロックでは１７．４％、東海ブロックでは２６．８％、関西

ブロックでは２９．３％、中四国ブロックでは１．７％、九州ブロックでは１２．８％と、

関西ブロックと東海ブロックで特に高い回収率となった。 
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 また、職種別にみると、最も多いのが保育士である。保育士は有効回答数の５９．４％

にものぼっている。次いで指導員で１４．０％、ケアワーカー・寮母・寮夫の４．０％、

看護師・保健師の１．９％、ヘルパーの１．０％、ケースワーカーの０．４％と続いてい

る。その他にも、福祉職場の間接部門で働く栄養士、調理師・営繕・運転手、事務・書記

などが含まれている。このような本調査の職種構成からみて、平均値は保育士の特性の影

響を強く受けることになることに注意を要する。調査を分析する場合、その点を考慮して

できるだけ職種別にも分析をしている。なお、ケースワーカーやヘルパー、ＯＴ・ＰＴは、

有効回答がきわめて少ないために、職種別分析からは除外している。 

 

ⅡⅡⅡⅡ調査結果調査結果調査結果調査結果のののの概要概要概要概要    

    

１．福祉保育職場は、女性が８割以上を占める女性職場 

女性８割割以上占める職種は、 

保育士、調理士・営繕・運転手、栄養士、看護師・保健士師 

男性が３割以上占める職種は、 

指導員、ケアワーカー、事務・書記 

 

２．２０歳代、３０歳代が、６割を占める若者の職場である。 

２０歳代、３０歳代が６割以上を占める若者職種 

     保育士、指導員、ケアワーカー、栄養士 

４０歳代以上が５割以上占める職種 

     事務・書記、調理士・営繕・運転手、看護師・保健師 

   

２０歳代、３０歳代の６割以上を占める雇用形態 

正規職員、常勤パート 

  ４０歳代以上が７割近く占める雇用形態 

       短時間パート 

 

３．勤続年数 短期間で離職する労働者 

①正規職員で勤続１０年未満が５５％ 

現在２５歳未満の人がその後５年間で辞める確率は、約４割 

現在２５歳未満の人が３０年以上勤続する確率は、３割 

現在２５～３０歳未満の人が３０年以上勤続する確率は、約４割 

 

②常勤パートで勤続１０年未満が９０％ 

２５歳未満の人が５年間で辞める確率は、８５％ 
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２５～３０歳未満の人が５年間で辞める確率は、７３％ 

３０～３５歳未満の人が５年間で辞める確率は、６７％ 

３５～４０歳未満の人が５年間で辞める確率は、４８％ 

４０～４５歳未満の人が５年間で辞める確率は、３５％ 

４５～５０歳未満の人が５年間で辞める確率は、５３％ 

５０～５５歳未満の人が５年間で辞める確率は、３２％ 

 

③短時間パートで勤続１０年未満が８７％ 

２５歳未満の人が５年間で辞める確率は、８２％ 

２５～３０歳未満の人が５年間で辞める確率は、８４％ 

３０～３５歳未満の人が５年間で辞める確率は、６３％ 

３５～４０歳未満の人が５年間で辞める確率は、６９％ 

４０～４５歳未満の人が５年間で辞める確率は、５２％ 

４５～５０歳未満の人が５年間で辞める確率は、６１％ 

５０～５５歳未満の人が５年間で辞める確率は、６５％ 

 

４．週所定労働時間 非正規化は常勤パート化 

①正規職員        本調査 

  ２０～３０時間未満    ０．５％ 

  ３０～４０時間未満   ５６．４％ 

  ４０時間以上      ４２．１％ 

 ②常勤パート 

  ２０時間未満         － 

２０～３０時間未満    １．３％ 

  ３０～４０時間未満   ６２．２％ 

  ４０時間以上      ３３．２％ 

 ③短時間パート 

  １０時間未満       ７．１％ 

  １０～２０時間未満   ３２．１％ 

  ２０～３０時間未満   ５６．５％ 

  ３０～４０時間未満      －  

  ４０時間以上         －  

 

比較： 厚生労働省『平成１５年雇用構造調査（就業形態の多様化に関する総合実態調査）』 

①正社員（比率  ６５．４％） 

 ３０～４０時間未満  ３２．２％ 
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 ４０時間以上     ６７．８％ 

②非正社員（比率  ３４．６％） 

 ２０時間未満     １４．３％（短時間パートに相当） 

 ２０～３０時間未満  ２２．７％（短時間パートに相当） 

 ３０～４０時間未満  ４４．５％（常勤パートに相当） 

 ４０時間以上     １８．６％（常勤パートに相当） 

  再掲 

３５時間以上では   ４７．０％ 

 

＊ 正規と同じ勤務時間の「常勤パート」は、５割から６割と推定される。 

＊ 家庭と仕事を両立させている「短時間パート」の割合は、一般的に言われているほ

ど多くはない。 

 

５．賃金（税込み） ワーキングプアの存在 

①正規職員の賃金額   本調査 

 １０～１５万円未満   ６．０％ 

 １５～２０万円未満  ３５．９％ 

 ２０～２５万円未満  ２５．６％ 

 ２５～３０万円未満  １３．３％ 

 ３０～３５万円未満  １０．８％ 

 ３５～４０万円未満   ３．８％ 

 ４０～４５万円未満   ２．４％ 

 ４５～５０万円未満   ０．４％ 

 ５０万円以上      ０．１％ 

 

  勤続２年未満から５～１０年未満までの主流は、１５～２０万円未満 

  ２年未満    １５～２０万円未満 ６４％ 

  ２～５年未満  １５～２０万円未満 ６２％ 

  ５～１０年未満 １５～２０万円未満 ４７％ 

 

  勤続１０年以上では賃金格差広がる（１０％以上の賃金階層） 

  １０～１５年未満 １５～２０万円未満から２５～３０万円未満 

  １５～２０年未満 １５～２０万円未満から３０～３５万円未満 

  ２０～３０年未満 ２０～２５万円未満から３５～４０万円未満 

  ３０年以上    ２５～３０万円未満から４０～４５万円未満 
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 ②常勤パート 

  勤続年数に関係なく  

１０～１５万円未満と１５～２０万円未満 ７対３から６対４の割合 

職種によって異なる 

１０～１５万円未満が多い職種 保育士、調理士・営繕・運転手、栄養士 

１５～２０万円未満が多い職種 指導員、ケアワーカー、事務・書記、 

看護師・保健師 

 ③短時間パート 

  勤続年数に関係なく １０万円未満 ９割 

 

比較：厚生労働省『平成１５年雇用構造調査（就業形態の多様化に関する総合実態調査）』 

              正社員     非正社員 

  １０万円未満      １．０％    ３７．２％（短時間パートに相当） 

  １０～１４万円未満   ２．６％    ２２．０％（常勤パートに相当） 

  １４～２０万円未満  １８．３％    １８．９％（同上） 

  ２０～２４万円未満  １３．８％     ７．７％ 

  ２４～３０万円未満  １９．６％     ４．９％ 

  ３０～３５万円未満  １４．１％     ２．４％  ＊出向社員の場合には 

  ３５～４０万円未満  １１．１％     １．４％   正社員並に高い 

  ４０～４５万円未満   ５．５％     １．１％ 

  ４５～５０万円未満   ４．７％     ０．６％ 

  ５０万円以上      ７．２％     １．５％ 

 

＊ 本調査では、「正規職員」の賃金分布が、「１５～２０万円未満」が異常に高い割合と

なっている。福祉保育職場では、正規職員の勤続年数の短い若年労働者が多数を占め

ていることによると考えられる。 

＊ 短時間パートと常勤パートの場合には、本調査と厚生労働省の調査とは一致すると考

えられる。つまり、短時間パートの場合には１０万未満、常勤パートの場合には１０

万円から２０万円止まりということである。 

 

＊ 若年正規職員の「１０～１５万円未満」及び常勤パートの「１０～１５万円未満」は、

生活保護基準の１．０倍から１．４倍未満に相当し、実質的に生活保護基準に満たな

い。 

＊ 若年正規職員の「１５～２０万円未満」及び常勤パートの「１５～２０万円未満」は、

京都総評の若年単身世帯が自立できる「最低生計費（１９万８千円）」に満たない。 

＊ ＯＥＣＤの貧困ライン（中位値の２分の１）は、厚生労働省の『平成１６年国民生活
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基礎調査』によると全世帯の所得の中央値は４７６万円であるから、その２分の１で

ある２３８万円ということになる。これを１２ヶ月で割ると１９万８千円となる。 

＊ これらの労働者は、現代の「ワーキングプア」である。 

 

６．若年正規労働者と若年常勤パート労働者のパラサイトシングル化 

  世帯構成 

  正規   ２５歳未満   「本人と親（と兄弟）」世帯  ６２．８％ 

               「本人のみ」世帯       ２９．９％ 

       ２５～３０歳未満「本人と親（と兄弟）」世帯  ４０．２％ 

               「本人のみ」世帯       ２８．０％ 

               「本人夫婦のみ」世帯     １６．４％ 

  常勤パート２５歳未満   「本人と親（と兄弟）」世帯  ６９．１％ 

               「本人のみ」世帯       ２１．１％ 

       ２５～３０歳未満「本人と親（と兄弟）」世帯  ５６．７％ 

               「本人のみ」世帯       ２６．９％ 

               「本人夫婦のみ」世帯      ７．５％ 

 ＊短時間パート ４０歳代以上が７割を占め、「夫婦と未婚子」世帯が７割を占めている。 

 

７．賃金が低くて自立できない若者達 

生活での困りごとは、 

「本人と親（と兄弟）」世帯では、第１位「賃金が低くて自立できない」 

  「本人と親（と兄弟）」世帯  

正規職員  第１位「賃金が低くて自立できない」３２．８％ 

常勤パート 第１位「賃金が低くて自立できない」５５．９％ 

  「本人のみ」世帯 

    正規職員  第１位「生活費が足りない」    ３１．５％ 

    常勤パート 第１位「生活費が足りない」    ４９．３％ 

 

８．やりがいや責任感が強い 

仕事に対する感じ方 

「そう思う」「ややそう思う」の合計は 

「仕事への責任感がある」      ８２％ 

「仕事のやりがいがある」      ７７％ 

「個人の力量が要求されている」   ８１％ 

「利用者へ無感覚になる」      ７２％（そう思わない、ややそう思わない） 

「仕事の自由裁量がある」      ４３％ 
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９．業務に追われているが、その割に賃金が低い 

労働条件に対する感じ方 

「そう思う」「ややそう思う」の合計は 

 「業務を進めること追われる」      ７０％ 

 「仕事に見合う賃金が支払われていない」 ６４％ 

 「職場の意見が反映されている」     ３７％ 

 

10．仕事に対する悩みや不満 

第１位から第５位と上位を占める項目 

正規職員 

 「人手が足りなく」「忙しすぎて」「仕事が気になり頭から離れず」「身体がもたない」 

 その割に「賃金が安い」 

常勤パート 

 「人手が足りなく」「忙しすぎ」る。 

 その割に「賃金が安く」「賃金が正規との格差が大きく」「正規になりたい」 

短時間パート 

 「特にない」が、強いて言えば、「人手が足りなく」「忙しすぎて」「賃金が安い」 

 

＊ 若年層を中心に「給与の面で将来に展望がない」「思うように仕事ができない」の項

目が入る。 

 

11．約４割の人が普段の仕事で心身の疲れを「いつも感じている」 

             「いつも感じている」 「時々感じている」 

総数            ３８．７％      ５４．８％ 

正規職員          ４３．２％      ５２．４％ 

常勤パート         ２７．１％      ６３．３％ 

短時間パート        １３．０％      ６３．０％ 

 

12．約２割の人が仕事や職場でストレスを「いつも感じている」 

             「いつも感じている」 「時々感じている」 

総数            ２２．６％      ６１．２％ 

正規職員          ２５．９％      ６２．７％ 

常勤パート         １２．１％      ６２．２％ 

短時間パート         ７．６％      ４３．５％ 
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13．ストレスの理由 

   第１位  仕事で疲れた・しんどいこと        ６９．８％ 

   第２位  仕事の割に賃金が安いこと         ３１．８％ 

   第３位  同僚・上司との人間関係が難しいこと    ３１．３％ 

   第４位  持ち帰り残業が多いこと          ２２．９％ 

   第５位  家庭と仕事との両立が困難なこと      ２２．２％ 

   第６位  利用者の家族との関係がうまくいかないこと １６．２％ 

 

14．今の健康状態では、「不安がつきまとう」が約３割 

               「不安がつきまとう」「病気がち」「現在通院」 

 総数               ２９．２％  ２．３％  ７．５％ 

 正規職員             ３１．４％  ２．６％  ７．６％ 

 常勤パート            ２２．３％  １．３％  ６．２％ 

 短時間パート           １８．５％  ０．５％  ８．２％ 

 

15．辞めたいと思うことがあるか 

 「いつも思う」「時々思う」の合計は 

  平均で         ６１％ 

  正規職員        ６６％ 

  常勤パート       ４９％ 

  短時間パート      ４０％ 

 

16．辞めたい理由は 

  正規職員 

   第１位  仕事に自信がなくなったとき           ５１％ 

   第２位  肉体的に無理かなと思うとき           ４２％ 

   第３位  仕事量が多すぎてこなしきれなくなったとき    ３７％ 

   第４位  仕事の割に賃金が低いと思うとき         ２９％ 

   第５位  人間関係で難しく仕事がうまくいかなくなったとき ２９％ 

   第６位  給与の面で将来に不安を感じるとき        ２２％ 

  常勤パート 

   第１位  仕事に自信がなくなったとき           ４６％ 

   第２位  仕事の割に賃金が低いと思うとき         ４２％ 

   第３位  給与の面で将来に不安を感じるとき        ３８％ 

   第４位  肉体的に無理かなと思うとき           ３３％ 

   第５位  仕事量が多すぎてこなしきれなくなったとき    ２１％ 
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   第６位  人間関係で難しく仕事がうまくいかなくなったとき ２０％ 

短時間パート 

   第１位  肉体的に無理かなと思うとき           ５６％ 

   第２位  仕事に自信がなくなったとき           ４０％ 

   第３位  仕事の割に賃金が低いと思うとき         ２９％ 

   第３位  人間関係で難しく仕事がうまくいかなくなったとき ２９％ 

   第５位  給与の面で将来に不安を感じるとき        ２１％ 

   第６位  子育て・家庭と仕事が両立しないと思うとき    １８％ 

 

 

調査結果検討会の議事録から 

問：辞めたいと思う理由として「仕事に自信がなくなるとき」が第１位をしめているが、

それはどういう意味か。 

Ａ：職員会議（ケース会議など）ができなくなっている。人手が足りなくて、６人一組で

ローティションを組むところを、５人で組んでいる。みんなが揃う日が、週１回は難

しい。 

Ｂ：事務量が増えて、残業が日に２時間となると、終わってから余裕をもって会議をもて

なくなった。 

Ｃ：能力給や成績給が導入されて、職員同士の競争がはじまり、なかなか仕事を教え合う

のが難しくなった。 

Ｄ：経験者がいたからアドバイスをもらえたが、経験者が変わるので誰も教えられなくな

った。 

Ｅ：忙しすぎて、肉体的に無理かなと思うときもあるし、チームワークがとれなくて人間

関係が難しいと思うときもある。そういったことは、結局、仕事への自信をなくすこ

とにもなる。忙しければ、それなりの賃金がもらえればいいのだが、仕事の割に賃金

が低く、将来への希望を持てなくなる。結局、ここに出ているのは、すべて関連して

いるのではないだろうか。 


